
改正消費生活用製品安全法の説明会②について 

 

平成１８年１２月２８日 

経済産業省商務情報政策局 

消費経済部製品安全課 

 
本年１２月２５日、２６日に改正消費生活用製品安全法の説明会を開催し

たところです。多くの方にご参加いただきましてありがとうございます。 
しかしながら当日ご参加いただけなかった方も多数いらっしゃることから、

下記のとおり追加開催いたします。 
本改正法の来春からの円滑な施行に向けて、関係者の皆様におかれまして

は、ぜひとも御参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。 
なお、御参加いただける場合は、会場の準備の都合上、平成１９年１月１

０日(水)正午までに２枚目の様式に御記入いただき、FAXにて御連絡ください。 
宜しくお願い致します。 
 

記 
 

１．日時 
平成１９年１月１１日（木）１０：００～１１：００ 
             １４：００～１５：００ 
（上記２回とも内容は同じですので、いずれかにお申込みください。） 

 
２．場所 
経済産業省大講堂（本館地下２階） 
（東京都千代田区霞が関１－３－１） 

 
３．議題 
「消費生活用製品安全法の一部改正について」 
説明：商務流通グループ消費経済部製品安全課 

 
４．対象者 
経済産業省職員、事業者、消費者等 
 

５．お問合せ先 
経済産業省商務流通グループ製品安全課 石井 

TEL：０３－３５０１－４７０７ 
FAX：０３－３５０１－６２０１ 

 



 

ＦＡＸ送付状 

あて先 ご送信者 

 

 

経済産業省 商務情報政策局 

 消費経済部 製品安全課 

  石井   あて 

 
ＦＡＸ：０３－３５０１－６２０１ 

 

御社名：             

部署名：             

お名前 

(役職)：            

ＴＥＬ：             

ＦＡＸ：            

（件名）改正消費生活用製品安全法説明会②の参加申し込み 

傍聴希望者様氏名(役職)： 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴希望日程（ご希望時間を○で囲んでください。）： 

  平成１９年１月１１日（木）  １０：００～１１：００ 

                 １４：００～１５：００ 

 

 

送信枚数   枚（本紙含む）

 


